
医療保険 　平成２０年４月1日現在

(限度額　８０，１００円＋(医療費－２６７，０００円　)×１％)

※１　年間の医療機関への入院期間が、９０日を超えると長期入院該当となり１食１６０円となる方もおります。

本人・家族
３割

※2　ホスピスは、一般病棟に入院の場合と同様に、高額療養費制度を利用することができます。制度を利用された

　　　後の負担額は以下のようになります。

☆ 一　　　 般 ８０，１００円＋(医療費－２６７，０００円)×１％

 　１２ヶ月間に４回以上該当した場合の４回目以降の限度額は　４４，４００円/月になります。

４回目以降 限度額４４，４００円＋食事２４，１８０円＝　約６８，５８０円

☆ 低 所 得 Ⅱ 限度額　２４，６００円/月 限度額２４，６００円＋食事１９，５３０円＝　約４４，１３０円

☆ 低 所 得 Ⅰ 限度額　１５，０００円/月 限度額１５，０００円＋食事９，３００円＝　約２４，３００円

(１食２１０円)※１
低所得Ⅱ 　１日　３，７９２円(限度額　２４，６００円)

１日　１１，３７６円

低所得Ⅰ 　１日　３，７９２円(限度額　１５，０００円)
(１食１００円)

３００円
(１食１００円)

低所得Ⅱ

食事(１日につき)

３割

６３０円

１日　１１，３７６円　
後期高齢者医療該当者

+
７０歳以上の方

区　　　分 負担金 / 日 1ヶ月(31日)あたりの負担金(約)

６８，５８０円１割 　１日　３，７９２円(限度額　４４，４００円)

３７６，８３６円

４４，１３０円

２４，３００円

３７６，８３６円

国民健康保険

1ヶ月(31日)あたりの負担金(約)

７８０円

(１食２６０円)

３００円

社会保険(本人・家族)　：　３割 １日　１１，３７６円
７８０円

(１食２６０円)

６１，３８０円一般

1ヶ月(31日)あたりの負担金(約)

３７６，８３６円　※2

３７２，１８６円　※2

３６１，９５６円　※2低所得Ⅰ

７８０円
(１食２６０円)

１日　１，２００円
７８０円

(１食２６０円)

６３０円
(１食２１０円)

食事(１日につき)

低所得Ⅰ

県単医療 １日　１，２００円

１日　１，２００円

区　　　分 負担金 / 日 食事(１日につき)

低所得Ⅱ 自己負担なし

白 根 大 通 病 院 ホ ス ピ ス 入 院 費 用 ご 案 内

自己負担なし

３７，２００円

３７，２００円

区　　　分 負担金 / 日 食事(１日につき) 1ヶ月(31日)あたりの負担金(約)

区　　　分 負担金 / 日


